
「2019年度自治体予算の学習会」に参加

この会は、政党に属さない全国の自治体議員有志

による自主研究会で財政問題を中心とした政策研究

に取り組んでいる。

2019年度地方財政対策

　2月初旬に地方財政計画として閣議決定され国会に

　提出。2012年度以降、通常収支分と東日本大震災

　分に分けて計上。

①通常収支分

・地方財源の確保

　一般財源総額　62兆7,072億円(前年度比10％増)

・地方交付税の確保

　16兆1,809億円(前年度比1.1％増)

　7年ぶりの増加だが2010年度の16兆9,000憶円には

　戻っていない。

・幼児教育無償化に係る財源

　消費税引き上げに伴う2019年度10月から、臨時交

　付金により国費で対応。2,349憶円

・環境性能割の臨時的軽減に係る財源確保

　消費税引き上げに伴い、自動車売り上げ減が予想

　されることにより、地方特別交付金を全額国が補

　填。249億円

・防災・減災・国土強靭化のための３ヶ年緊急対策

　の推進　新たな公共事業

・公共施設等の適正管理の推進

・重点課題対応の拡充

・まち・ひと・しごと創生事業費の確保。１兆円

・社会保障の充実、及び人づくり革命等に係る経費

　計上

・水道・下水道事業の広域化推進

・財源不足の補填
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・地方財政の健全化

【平成31年度予算 大臣折衝状況】

地方税収の増加のかなりの部分は東京都が稼ぎ出す。

その部分を地方法人税として取りあげて交付税に算

入する。

・財源不足額の縮小

　2001年度から自治体は、交付税でも埋めきれない

　財源不足を半分は臨時財政対策債と発行し負担し

　ている。国は赤字国債の発行で対応する「折半ル

　ール」を決めた。しかし本来は全額、国が負担す

　るべきもの。

　2019年度、国は折半対象の財源不足は解消し、自

　治体に返すことをしないで、自治体が借金して賄

　うことに切り替えてしまった。

・幼保の無償化

　消費税10％への引き上げによる増収分によって、

　全額国費で対応。19年度・20年度の導入時に必要

　な事務費も全額国費負担。

　認可外保育施設に係る事務費も同様。

・防災・減災・国土強靭化の緊急対応

　実際は1.2兆円を超える事業だが、19年度は0.3兆円

　計上。新たな公共事業となる。

・森林環境譲与税

　2019年度から自治体にお金は来るが、2024年度か

　ら住民税の中で1,000円/人の徴収となる。

※今年は12年に1度、統一地方選と参議院選のある年。

　それを見据えて、表面的な人気取りの予算編成で

　あってはならない。チェック機能を十分に働かせ

　なければならない。


